
 網  ⾛  市  観  光  振  興  計  画  2026  策  定  業  務  委  託  に  係  る 

 公  募  型  プ  ロ  ポー  ザ  ル  ⽅  式  に  よ  る  受  託  候  補  者  募  集  要  領 

 第  １  趣  旨 

 こ  の  要  領  は、  網  ⾛  市  が  ⾏  う  観  光  振  興  計  画  策  定  業  務  委  託  に  か  か  る  受  託  候  補  者  の  選  考  を 

 公  募  型  プ  ロ  ポー  ザ  ル  ⽅  式  （公  募  に  よ  り  技  術  提  供  を  求  め、  そ  の  提  案  内  容  及  び  能  ⼒  を  総  合 

 的  に  ⽐  較  検  討  し  た  う  え  で、  最  も  適  格  と  判  断  さ  れ  る  者  を  選  定  し、  随  意  契  約  の  相  ⼿  ⽅  の  候 

 補  と  す  る  ⼿  続  き  を  い  う。）  （以  下、  「プ  ロ  ポー  ザ  ル」  と  い  う。）  に  よ  り  実  施  す  る  こ  と 

 に  関  し、  必  要  な  事  項  を  定  め  る  も  の  と  す  る。 

 第  ２  募  集  の  内  容 

 １  ．  委  託  業  務  名 

          網  ⾛  市  観  光  振  興  計  画  2026  策  定  業  務 

   

 ２  ．  業  務  内  容 

 別  紙  「仕  様  書」  の  と  お  り 

 ３  ．  委  託  業  務  期  間 

 委  託  契  約  締  結  ⽇  か  ら  令  和  ８  年  ３  ⽉  ３  １  ⽇  ま  で 

 ４  ．  本  件  委  託  業  務  に  係  る  委  託  料  の  上  限  額 

 ８  ，  ０  ０  ０  千  円  （消  費  税  及  び  地  ⽅  消  費  税  込  み） 

 第  ３  プ  ロ  ポー  ザ  ル  に  係  る  事  項 

 １  ．  プ  ロ  ポー  ザ  ル  参  加  の  要  件 

 プ  ロ  ポー  ザ  ル  に  参  加  で  き  る  者  は、  次  に  掲  げ  る  条  件  を  す  べ  て  満  た  す  も  の  と  し  ま  す。 

 （  1  ）  地  ⽅  ⾃  治  法  施  ⾏  令  第  167  条  4  の  規  定  に  該  当  し  な  い  も  の  で  あ  る  こ  と。 

 （  2  ）  企  画  提  案  書  の  提  出  期  限  に  お  い  て、  会  社  更  ⽣  法  に  よ  る  更  ⽣  ⼿  続  開  始  の  申  ⽴  て  が  な 

 さ  れ  て  い  る  者  ⼜  は  ⺠  事  再  ⽣  法  に  よ  る  再  ⽣  ⼿  続  開  始  の  申  ⽴  て  が  な  さ  れ  て  い  る  者  （⼿ 

 続  開  始  の  決  定  後  の  者  は  除  く。）  等  経  営  状  態  が  著  し  く  不  健  全  な  者  で  な  い  こ  と。 

 （  3  ）  過  去  5  年  以  内  に  類  似  業  務  委  託  実  績  を  有  し、  か  つ  当  該  業  務  委  託  の  達  成  に  必  要  な  従 

 事  者  を  配  置  で  き  る  者  で  あ  る  こ  と。 

 （  4  ）  暴  ⼒  団  員  に  よ  る  不  当  な  ⾏  為  の  防  ⽌  等  に  関  す  る  法  律  に  掲  げ  る  暴  ⼒  団  ⼜  は  暴  ⼒  団  員 

 及  び  そ  れ  ら  と  密  接  な  関  係  を  有  す  る  者  で  な  い  こ  と。 

 ２  ．  プ  ロ  ポー  ザ  ル  の  実  施  ⽅  法 

       （  1  ）  選  定  委  員  会  の  設  置 

             プ  ロ  ポー  ザ  ル  に  お  け  る  審  査  及  び  選  定  す  る  た  め、  網  ⾛  市  観  光  振  興  計  画  2026  策  定  業 

 務  委  託  事  業  者  選  定  委  員  会  （以  下  「委  員  会」  と  い  う。）  を  設  置  し、  審  査  し  ま  す。  委  員 

 会  は、  参  加  者  か  ら  提  出  さ  れ  た  業  務  提  案  書  等  を  審  査  し、  価  格  以  外  の  要  素  と  価  格  を  総  合 

 的  に  評  価  し  最  も  評  価  の  ⾼  い  参  加  者  を  受  託  候  補  者  と  し  て  選  定  し  ま  す。 
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       （  2  ）  実  施  ⽇  程 

          プ  ロ  ポー  ザ  ル  に  よ  る  受  託  候  補  者  の  選  定  は、  以  下  の  ⽇  程  に  よ  り  実  施  し  ま  す。 

 内  容  実  施  ⽇  期  間 

 1  参  加  募  集  の  告  ⽰  令  和  7  年  4  ⽉  18  ⽇  （⾦） 
 1  週  間 

 2  プ  ロ  ポー  ザ  ル  参  加  申  込  書  の  提  出  期  限  令  和  7  年  4  ⽉  24  ⽇  （⽊） 

 3  選  定  委  員  会  に  よ  る  参  加  資  格  審  査  令  和  7  年  4  ⽉  25  ⽇  （⾦） 

 4  参  加  資  格  審  査  結  果  通  知  令  和  7  年  4  ⽉  28  ⽇  （⽉） 

 5  提  案  書  作  成  に  必  要  な  資  料  の  閲  覧  期  間  令  和  7  年  5  ⽉  1  ⽇  （⽊） 

 〜  令  和  7  年  5  ⽉  14  ⽇  （⽔） 
 2  週  間 

 6  提  案  書  等  の  作  成  に  係  る  質  問  書  の  提  出  期  限 

 （質  問  書  は、  E  メー  ル  の  み  受  付  し  ま  す。） 

 令  和  7  年  5  ⽉  1  ⽇  （⽊） 

 〜  令  和  7  年  5  ⽉  14  ⽇  （⽔） 
 2  週  間 

 7  業  務  提  案  書  及  び  業  務  提  案  ⾒  積  書  の  提  出  期  限  令  和  7  年  5  ⽉  7  ⽇  （⽔） 

 〜  令  和  7  年  5  ⽉  16  ⽇  （⾦） 
 10  ⽇  間 

 8  業  務  提  案  書  に  係  る  プ  レ  ゼ  ン  テー  ショ  ン  及  び  ヒ  ア  リ  ン  グ  令  和  7  年  5  ⽉  下  旬 

 9  委  員  会  に  よ  る  審  査  及  び  受  託  候  補  者  の  選  定  令  和  7  年  5  ⽉  下  旬 

 10  選  定  結  果  の  通  知  令  和  7  年  5  ⽉  下  旬 

 11  契  約  内  容  に  係  る  詳  細  打  合  せ  令  和  7  年  5  ⽉  下  旬 

 12  契  約  締  結  令  和  7  年  5  ⽉  下  旬 

 13  業  務  開  始  令  和  7  年  6  ⽉  上  旬 

 ※  注  意  点 

    ①  提  出  期  限  に  お  け  る  受  付  時  間  は  い  ず  れ  も  午  後  5  時  30  分  ま  で  と  し  ま  す。 

       ②  書  類  等  の  提  出  ⽅  法  及  び  連  絡  ⽅  法  は  各  項  ⽬  所  定  の  ⽅  法  と  し  ま  す。 

   

 ３  ．  参  加  申  込  ⼿  続  き  等 

    （  1  ）  参  加  申  込  書  の  配  布  は  次  の  と  お  り  と  し  ま  す。 

          網  ⾛  市  ホー  ム  ペー  ジ  か  ら  ダ  ウ  ン  ロー  ド  し  て  く  だ  さ  い。 

          https://www.city.abashiri.hokkaido.jp/soshiki/17/15587.html 

    （  2  ）  参  加  申  込  を  さ  れ  る  事  業  者  （以  下、  「参  加  申  込  事  業  者」  と  い  う。）  は、  プ  ロ  ポー  ザ 

 ル  参  加  申  込  書  （第  1  号  様  式）  に  必  要  書  類  を  添  付  の  う  え  提  出  期  限  ま  で  に  提  出  し  て  下  さ 

 い。  な  お、  参  加  申  し  込  み  事  業  者  の  参  加  資  格  を  審  査  の  う  え  プ  ロ  ポー  ザ  ル  ⽅  式  参  加  要  請 

 書  （第  2  号  様  式）  ⼜  は、  プ  ロ  ポー  ザ  ル  ⽅  式  参  加  資  格  審  査  結  果  通  知  書  （第  3  号  様  式）  で 

 通  知  し  ま  す。 

 （  3  ）  提  出  書  類 

 ①  会  社  概  要  関  係  書  類  （任  意  様  式） 

 ②  直  近  3  カ  年  の  会  計  年  度  に  お  け  る  貸  借  対  照  表  及  び  損  益  計  算  書  （任  意  様  式） 

 ③  類  似  業  務  委  託  実  績  を  証  す  る  契  約  書  の  写  し  ⼜  は  実  績  を  証  明  で  き  る  書  類  （任  意  様  式） 

 ④  類  似  業  務  受  託  実  績  表  （第  4  号  様  式） 

 （  4  ）  提  出  期  間 

          参  加  申  込  書  の  提  出  期  間  は、  令  和  7  年  4  ⽉  18  ⽇  （⾦）  〜  令  和  7  年  4  ⽉  24  ⽇  （⽊） 

 の  午  後  5  時  30  分  ま  で  と  し  ま  す。 

 （  5  ）  提  出  先 

       網  ⾛  市  観  光  商  ⼯  部  観  光  課 

 （  6  ）  提  出  ⽅  法 

       持  参  も  し  く  は  郵  送  と  し、  郵  送  の  場  合  は  提  出  期  限  内  必  着  と  し  ま  す。 
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 ４  ．  業  務  提  案  書  作  成  に  必  要  な  資  料  の  閲  覧 

       資  格  審  査  の  結  果、  プ  ロ  ポー  ザ  ル  へ  の  参  加  要  請  を  ⾏っ  た  参  加  申  込  事  業  者  （以  下  「参  加  事 

 業  者」  と  い  う。）  に  対  し、  ⽇  時  を  指  定  し  業  務  提  案  書  及  び  提  案  ⾒  積  書  （以  下  「提  案  書  等」 

 と  い  う。）  の  作  成  に  必  要  な  資  料  の  閲  覧  を  実  施  し  ま  す。  な  お、  指  定  ⽇  時  以  外  の  資  料  閲  覧  は 

 認  め  な  い  も  の  と  し、  当  ⽇  参  加  し  な  かっ  た  場  合  は、  資  料  閲  覧  の  必  要  が  な  い  も  の  と  判  断  し  ま 

 す。 

    （  1  ）  閲  覧  期  間    

          令  和  7  年  5  ⽉  1  ⽇  （⽊）  〜  令  和  7  年  5  ⽉  14  ⽇  （⽔） 

    （  2  ）  閲  覧  時  間 

          閲  覧  時  間  は、  休  ⽇  を  除  く  営  業  時  間  内  と  し  ま  す。 

    （  3  ）  閲  覧  場  所 

          網  ⾛  市  南  5  条  東  1  丁  ⽬  10  番  地     網  ⾛  市  役  所  4  階 

          網  ⾛  市  観  光  商  ⼯  部  観  光  課  事  務  室 

    （  4  ）  閲  覧  ⼈  数 

          各  参  加  事  業  者  2  名  ま  で 

 ５  ．  提  案  書  等  の  提  出 

       参  加  事  業  者  は、  プ  ロ  ポー  ザ  ル  の  実  施  に  係  る  提  案  書  等  を  作  成  の  う  え、  提  出  期  限  ま  で  に  提 

 出  し  て  下  さ  い。 

 （  1  ）  提  出  期  限 

       令  和  7  年  5  ⽉  16  ⽇  （⾦）  午  後  5  時  30  分  ま  で  と  し  ま  す。 

 （  2  ）  提  出  場  所 

          網  ⾛  市  観  光  商  ⼯  部  観  光  課 

 （  3  ）  提  出  ⽅  法 

          印  刷  物  は  郵  送  ⼜  は  参  加  事  業  者  に  よ  る  持  参、  電  ⼦  版  は  メー  ル  に  よ  る  提  出  を  原  則  と  し  ま 

 す。  そ  の  他  の  ⽅  法  で  書  類  等  を  提  出  す  る  場  合  は、  必  ず  網  ⾛  市  観  光  課  に  連  絡  し  て  下  さ  い。 

 （ファ  ク  シ  ミ  リ  で  の  提  出  は  認  め  な  い。） 

 （  4  ）  提  出  部  数 

       ①  業  務  提  案  書  （第  7-1,7-2  号  様  式） 

          正  本     1  部、  副  本     7  部  を  印  刷  し  て  郵  送  ま  た  は  持  参、  電  ⼦  版  は  メー  ル  で  提  出 

    ②  業  務  提  案  ⾒  積  書  （第  5  号  様  式） 

       1  部 

    ③  プ  レ  ゼ  ン  テー  ショ  ン  及  び  ヒ  ア  リ  ン  グ  出  席  者  報  告  書  （第  6  号  様  式） 

 （  5  ）  業  務  提  案  書  の  内  容  等 

 以  下  の  項  ⽬  に  つ  い  て、  事  業  の  企  画  を  様  式  第  7-3  号  に  沿っ  て  作  成  し  て  く  だ  さ  い。  企  画  提 

 案  書  の  様  式  等  は、  原  則  と  し  て  ⽇  本  ⼯  業  規  格  Ａ  ４  縦  型  と  し  ま  す。  参  加  者  が  別  に  ⽤  意  す  る 

 提  案  資  料  と  し  て  Ａ  ３  サ  イ  ズ  の  使  ⽤  は  認  め  ま  す。  企  画  提  案  書  で  使  ⽤  す  る  ⾔  語  は  ⽇  本  語、 

 通  貨  は  円  と  し  ま  す。 

 ①     会  社  等  概  要 

 ②     総  括  責  任  者  及  び  業  務  担  当  者 

 ③     業  務  実  施  体  制 

 ④     業  務  ス  ケ  ジュー  ル  及  び  「仕  様  書」  に  記  載  の  網  ⾛  市  観  光  振  興  計  画  策  定  委  員  会  （仮  称） 

 の  運  営  ⽅  法  と  ⼿  順  に  つ  い  て  提  案  し  て  下  さ  い。 

 ⑤     網  ⾛  市  の  観  光  動  向  の  把  握  と  分  析、  課  題  の  整  理  の  仕  ⽅  を  提  案  し  て  下  さ  い。 

 ⑥     「網  ⾛  市  観  光  振  興  計  画  2019  」  の  検  証  ⽅  法  を  提  案  し  て  く  だ  さ  い。 
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 ⑦  ⽬  指  す  べ  き  網  ⾛  市  観  光  の  ⽬  標  と  取  り  組  み  施  策  の  効  果  的  な  構  成  に  つ  い  て  提  案  し  て  下  さ 

 い。 

 ⑧     仕  様  書  の  業  務  内  容  以  外  に  独  ⾃  の  提  案  が  あ  る  場  合  は、  記  載  し  て  下  さ  い。 

 （独  ⾃  の  提  案  事  項  の  実  施  に  要  す  る  費  ⽤  に  つ  い  て  も  本  業  務  の  委  託  料  に  含  め  て  下  さ  い。） 

 （  6  ）  業  務  提  案  書  の  作  成  形  態 

       ①  業  務  提  案  書  の  表  紙  に  は、  業  務  提  案  書  （第  7-1  号  様  式）  を  使  ⽤  し、  参  加  事  業  者  名、  提  出 

 ⽇  付、  業  務  提  案  書  ご  と  の  通  し  番  号  を  記  ⼊  の  う  え、  提  出  部  数  ご  と  に  綴  り、  提  出  し  て  下 

 さ  い。 

       ②  業  務  提  案  書  等  の  作  成  に  当  たっ  て  は、  ⽇  本  語  を  使  ⽤  し、  ⽇  本  ⼯  業  規  格  A4  版  縦  書  き、  横 

 書  き、  左  綴  り  で  作  成  し  て  下  さ  い。 

       ③  電  ⼦  記  憶  媒  体  で  の  提  出  は  認  め  ま  せ  ん。 

 （  7  ）  提  案  ⾒  積  書 

          提  案  ⾒  積  書  に  は、  積  算  内  訳  書  を  添  付  し、  1  部  提  出  し  て  下  さ  い。 

 ま  た、  ⾒  積  書  記  載  ⾦  額  に  は、  消  費  税  及  び  地  ⽅  消  費  税  に  係  る  課  税  事  業  者  で  あ  る  か  免  税  事 

 業  者  で  あ  る  か  に  関  わ  ら  ず、  消  費  税  及  び  地  ⽅  消  費  税  は  含  ま  な  い  ⾦  額  を  記  載  願  い  ま  す。 

 な  お、  契  約  ⾦  額  は  ⾒  積  書  記  載  ⾦  額  に  １  ０  ０  分  の  １  ０  を  加  算  し  た  額  と  し  ま  す。 

   

 ６  ．  業  務  提  案  書  等  の  作  成  に  係  る  質  問  等  の  受  付 

 (1)  提  案  書  等  の  作  成  に  係  る  質  問  が  あ  る  場  合  に  は、  プ  ロ  ポー  ザ  ル  ⽅  式  参  加  に  関  す  る  質  問  書 

 （第  8  号  様  式）  に  よ  り  質  問  内  容  を  「  14.  各  書  類  の  提  出  先‧  問  合  せ  先」  に  ⽰  す  ア  ド  レ  ス  宛 

    に  E  メー  ル  に  よ  り  提  出  し  て  下  さ  い。  ま  た、  こ  れ  以  外  （電  話、  ⼝  頭  等）  に  よ  る  質  問  は 

 受  け  付  け  ま  せ  ん。 

 (2)  提  出  期  限  は、  令  和  7  年  5  ⽉  1  ⽇  （⽊）  〜  令  和  7  年  5  ⽉  14  ⽇  （⽔）  午  後  5  時  30  分  ま  で  と  し  ま 

 す。 

 (3  ）  質  問  に  対  す  る  回  答  に  つ  い  て  は、  す  べ  て  の  参  加  事  業  者  に  対  し  E  メー  ル  に  よ  り  ⾏  う  こ  と  と 

 し、  電  話  及  び  ⼝  頭  に  よ  る  回  答  は  ⾏  な  わ  な  い  も  の  と  し  ま  す。 

 ７  ．  プ  レ  ゼ  ン  テー  ショ  ン  及  び  ヒ  ア  リ  ン  グ  の  実  施 

       業  務  提  案  書  が  提  出  さ  れ  た  後、  審  査  委  員  会  は、  参  加  事  業  者  ご  と  に  プ  レ  ゼ  ン  テー  ショ  ン  及 

 び  ヒ  ア  リ  ン  グ  を  実  施  し  ま  す。 

 (1)  ⽇  時  及  び  場  所 

    プ  レ  ゼ  ン  テー  ショ  ン  参  加  要  請  書  （第  9  号  様  式）  に  よ  り  通  知  し  ま  す。 

 (2)  実  施  機  関 

    プ  レ  ゼ  ン  テー  ショ  ン  は、  各  事  業  者  30  分  以  内  と  し  ま  す。  プ  レ  ゼ  ン  テー  ショ  ン  終  了  後、  ヒ 

 ア  リ  ン  グ  を  20  分  程  度  ⾏  い  ま  す。 

 (3)  実  施  ⽅  法 

    ⾃  由  形  式  と  し  ま  す。  希  望  す  る  事  業  者  は、  電  ⼦  機  器  を  ⽤  い  て  ⾏  う  こ  と  が  出  来  ま  す。  プ  レ 

 ゼ  ン  テー  ショ  ン  で  使  ⽤  す  る  機  器  は、  参  加  事  業  者  に  お  い  て  ⽤  意  し  て  下  さ  い。  （機  器  の  う 

 ち、  ス  ク  リー  ン  を  使  ⽤  す  る  場  合  は、  網  ⾛  市  観  光  課  で  ⽤  意  し  ま  す  の  で  予  め  ご  連  絡  下  さ 

 い。） 

 (4)  業  務  提  案  書  提  出  時  に  添  付  し  て  い  な  い  資  料  等  を  新  た  に  提  出  す  る  こ  と  は  出  来  ま  せ  ん。 

 (5)  出  席  ⼈  数  は  業  務  提  案  書  の  内  容  を  熟  知  し  て  い  る  3  名  ま  で  と  し  ま  す。  出  席  者  の  役  職、  ⽒  名 

 を  プ  レ  ゼ  ン  テー  ショ  ン  及  び  ヒ  ア  リ  ン  グ  出  席  報  告  書  （第  6  号  様  式）  に  記  載  し、  業  務  提  案 

 書  提  出  時  に  提  出  し  て  下  さ  い。 
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 ８  ．  プ  ロ  ポー  ザ  ル  の  審  査  ⽅  法  及  び  受  託  候  補  者  の  選  定  ⽅  法 

 （  1  ）  審  査  及  び  選  定  ⽅  法 

 委  員  会  は、  参  加  事  業  者  か  ら  提  出  さ  れ  た  業  務  提  案  書  等  を  審  査  し、  評  価  項  ⽬  及  び  配  点  で  ⽰ 

 す  選  定  基  準  に  基  づ  い  て  評  価  し、  最  も  ⾼  い  評  価  を  受  け  た  参  加  事  業  者  を  受  託  候  補  者  と  し  て 

 選  定  し  ま  す。 

 （  2  ）  評  価  項  ⽬  及  び  配  点 

       審  査  委  員  会  に  お  け  る  評  価  項  ⽬  及  び  配  点  は  次  の  と  お  り  と  し  ま  す。 

   

 ９  ．  選  定  結  果  の  通  知 

 (1)  受  託  候  補  者  に  決  定  し  た  参  加  事  業  者  に  は、  プ  ロ  ポー  ザ  ル  選  定  結  果  通  知  書  （第  10  号  様  式） 

 を、  受  託  候  補  者  に  選  定  さ  れ  な  かっ  た  参  加  事  業  者  に  は、  プ  ロ  ポー  ザ  ル  ⾮  選  定  結  果  通  知  書 

 （第  11  号  様  式）  を  送  付  し  ま  す。 

 (2)  各  審  査  に  お  い  て、  審  査  の  結  果、  選  定  さ  れ  な  かっ  た  参  加  事  業  者  は、  結  果  通  知  到  着  後  14  ⽇ 

 以  内  に  限  り、  ⾮  選  定  結  果  に  つ  い  て  書  ⾯  に  よ  り  説  明  を  求  め  る  こ  と  が  出  来  ま  す。  提  出  ⽅  法 

 は、  持  参、  郵  送  の  み  受  付  し  ま  す。  （様  式  は  任  意  と  し  ま  す。）  た  だ  し、  選  定  結  果  に  つ  い 

 て  は、  当  該  参  加  事  業  者  の  合  計  評  価  点  及  び  順  位  に  限  り  書  ⾯  で  回  答  す  る  も  の  と  し、  審  査  内 

 容  及  び  他  の  事  業  者  に  関  す  る  説  明  要  求  は  認  め  な  い  も  の  と  し  ま  す。 

 １  ０  ．  企  画‧  提  案  に  瑕  疵  が  あ  る  場  合 

    プ  ロ  ポー  ザ  ル  に  お  い  て、  参  加  事  業  者  の  提  出  書  類、  参  加  資  格  等  に  瑕  疵  が  あ  る  こ  と  が  判  明  し 

 た  場  合  ⼜  は  提  出  書  類  を  提  出  期  限  内  に  提  出  し  な  かっ  た  場  合  は、  そ  の  内  容  を  審  査  委  員  会  が  審 
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 採     点     基     準     （   評     価     項     ⽬   ）  配  点 

 会  社  内  容  に 

 関  す  る  項  ⽬ 
 ①  会  社  概  要  及  び  財  務  状  況  10 

 会  社  の  業  務 

 実  績 
 ②  類  似  業  務  の  実  績  10 

 業  務 

 体  制 
 ③  業  務  体  制  10 

 ④  業  務  ス  ケ  ジュー  ル  及  び  「仕  様  書」  に  記  載  の 

    網  ⾛  市  観  光  振  興  計  画  策  定  委  員  会  （仮  称）  の 

 運  営  ⽅  法  と  ⼿  順  に  つ  い  て 

 10 

 ⑤  網  ⾛  市  の  観  光  動  向  の  把  握  と  分  析、  課  題  の  整 

    理  の  仕  ⽅ 
 10 

 ⑥  「網  ⾛  市  観  光  振  興  計  画  2019  」  の  検  証  ⽅  法  10 

 ⑦  ⽬  指  す  べ  き  網  ⾛  市  観  光  の  ⽬  標  と  取  り  組  み  施 

 策  の  効  果  的  な  構  成 
 10 

 プ  レ  ゼ  ン 

 テー  ショ  ン 

 ⑧  プ  レ  ゼ  ン  テー  ショ  ン  の  内  容  の  わ  か  り  や  す  さ 

 及  び  本  業  務  に  対  す  る  意  欲  に  つ  い  て  の  評  価 
 20 

 提  案  ⾒  積  に 

 関  す  る  事  項 
 ⑨  提  案  ⾒  積  ⾦  額  及  び  積  算  内  訳  書  の  妥  当  性  10 

 合                                   計  100 



 査  し、  そ  の  取  扱  に  つ  い  て  決  定  し  ま  す。  当  該  参  加  事  業  者  に  そ  の  瑕  疵  に  つ  い  て  ヒ  ア  リ  ン  グ  を 

 ⾏  う  場  合  も  あ  り  ま  す。  そ  の  瑕  疵  が  重  要  ⼜  は  悪  質  で  あ  り  プ  ロ  ポー  ザ  ル  の  公  正  性  及  び  公  平  性 

 を  著  し  く  損  な  う  と  認  め  ら  れ  る  場  合  は、  す  で  に  決  定  し  た  事  項  を  取  り  消  す  場  合  も  あ  り  ま  す。 

 １  １  ．  プ  ロ  ポー  ザ  ル  参  加  に  際  し  て  の  注  意  事  項 

 (1)  複  数  提  案  の  禁  ⽌ 

 企  画  提  案  参  加  者  は、  複  数  の  提  案  書  の  提  出  は  で  き  ま  せ  ん。 

 (2)  提  出  書  類  の  変  更  の  禁  ⽌ 

 プ  ロ  ポー  ザ  ル  後  の  提  出  書  類  の  変  更、  差  し  替  え  若  し  く  は  再  提  出  は  認  め  ま  せ  ん  （軽  微  な  も 

 の  を  除  く）。 

 (3)  返  却  等 

 提  出  書  類  は、  理  由  の  如  何  を  問  わ  ず  返  却  し  ま  せ  ん。 

 (4)  費  ⽤  負  担 

 企  画  提  案  書  の  作  成、  提  出  等  プ  ロ  ポー  ザ  ル  参  加  の  要  す  る  経  費  等  は、  す  べ  て  の  参  加  者  の  負 

 担  と  し  ま  す。 

 (5)  そ  の  他 

 参  加  者  は、  参  加  意  思  表  明  書  の  提  出  を  もっ  て  実  施  要  領  等  の  記  載  内  容  に  同  意  し  た  も  の  と  し 

 ま  す。 

 １  ２  ．  契  約  の  締  結 

 本  業  務  の  契  約  に  つ  い  て  は、  選  考  結  果  の  通  知  後  と  な  り  ま  す。  契  約  に  必  要  な  書  類、  そ  の  他 

 事  務  ⼿  続  き  に  つ  い  て  は、  別  途  採  ⽤  通  知  を  ⾏っ  た  業  者  に  ご  連  絡  い  た  し  ま  す。 

 １  ３  ．  業  務  の  適  正  な  実  施  に  関  す  る  事  項 

 (1)  業  務  の  ⼀  括  再  委  託  の  禁  ⽌ 

       受  託  者  は、  受  託  者  が  ⾏  う  業  務  を  ⼀  括  し  て  第  三  者  に  委  託  し、  ま  た  は  請  け  負  わ  せ  る  こ  と  が 

 で  き  ま  せ  ん。  た  だ  し、  業  務  を  効  率  的  に  ⾏  う  う  え  で  必  要  と  思  わ  れ  る  業  務  に  つ  い  て  は、  網 

 ⾛  市  と  協  議  の  う  え、  業  務  の  ⼀  部  を  委  託  す  る  こ  と  が  で  き  ま  す。 

 (2)  守  秘  義  務 

       受  託  者  は、  委  託  業  務  を  ⾏  う  に  あ  た  り、  業  務  上  知  り  得  た  秘  密  を  他  に  漏  ら  し、  ま  た  は  ⾃  ⼰ 

 の  利  益  の  た  め  に  利  ⽤  す  る  こ  と  は  で  き  ま  せ  ん。  ま  た、  委  託  業  務  終  了  後  も  同  様  と  し  ま  す。 

 １  ４  ．  各  書  類  の  提  出  先‧  問  合  せ  先 

 担  当  部  署     網  ⾛  市  役  所  観  光  商  ⼯  部  観  光  課  観  光  振  興  係 

          〒  093-8555     網  ⾛  市  南  ５  条  東  １  丁  ⽬  １  ０  番  地 

          TEL     0152-67-5470  （直  通） 

          FAX     0152-43-5404 

          担  当     ⽔  嶋  （ミ  ズ  シ  マ） 

          E-Mail     ZUSR-KK-KANKO-KANKO@city.abashiri.hokkaido.jp 

       対  応  時  間  ：  午  前  9  時  〜  午  後  5  時  30  分 

 た  だ  し、  ⼟  曜  ⽇、  ⽇  曜  ⽇、  祝  祭  ⽇  等  閉  庁  ⽇  は  除  き  ま  す。 
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